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主
権
的
国
民
国
家
と
産
業
社
会
の
「
近
代
」
の
克
服
を
め
ざ
し
て

|
|
一
一
一
世
紀
ア
ジ
ア
法
哲
学
の
課
題
と
展
望
|
|

今
井
弘
道
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

事+

報
告
五

資

附は
し
が
き

科
学
研
究
費
の
補
助
を
受
け
た
「
東
ア
ジ
ア
文
化
と
近
代
法
1
1
1
1

日
本
と
韓
国
の
比
較
研
究
を
通
し
て
|
|
l
」
(
平
成
九
年
1
平
成
一
一

年
度
、
基
盤
研
究

(
A
)
(
2
)
、
研
究
代
表
・
今
井
弘
道
)
、
「
経
済
発
展

と
法
意
識
・
法
制
度
の
相
互
関
係
の
研
究
1

1

1

日
本
と
韓
国
の
比
較

研
究
を
通
し
て
|
|
|
」
(
問
、
基
盤
研
究

(
B
)
(
2
)
、
研
究
代
表
・

今
井
弘
道
)
に
よ
る
共
同
研
究
が
終
了
し
、
法
哲
学
班
、
経
済
法
班
そ
れ

ぞ
れ
の
三
年
間
に
わ
た
る
共
同
研
究
も
一
定
の
成
果
を
結
実
さ
せ
て
終
了

し
た
。
幸
い
に
も
、
日
韓
の
共
同
研
究
は
、
平
成
一
二
年
度
以
降
も
、
法

哲
学
班
に
つ
い
て
は
「
東
ア
ジ
ア
法
文
化
の
現
況
と
未
来
|
|
|
『
ア
ジ

ア
的
価
値
』
と
近
代
西
欧
の
対
立
に
即
し
て

l
l
l」
(
基
盤
研
究

(B)

(
l
)
、
研
究
代
表
・
今
井
弘
道
)
と
し
て
、
経
済
法
班
に
つ
い
て
も

「
日
韓
経
済
法
と
そ
の
背
景
的
文
化
の
比
較
研
究
|
|
|
ア
ジ
ア
的
競

鈴今
木井
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弘
道
(
北
海
道
大
学
)

賢
(
北
海
道
大
学
)

争
原
理
の
可
能
性
の
探
求

l
l
l」
(
基
盤
研
究

(
B
)
(
l
)
、
研
究
代

表
・
稗
貫
俊
文
)
と
し
て
、
継
続
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
こ
れ
で
我
わ

れ
の
日
韓
共
同
研
究
は
通
算
一
一
年
間
、
四
ク
ー
ル
に
わ
た
っ
て
科
学
研

究
費
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
後
は
、
法
哲
学
班
に
つ
い
て

は
、
中
国
を
含
め
て
西
欧
法
と
対
比
さ
れ
る
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
法
の
あ

り
方
を
さ
ら
に
追
究
し
て
い
き
た
い
。
経
済
法
班
に
つ
い
て
は
独
禁
法
や

公
正
去
来
法
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
に
重
点
を
お
い
た
実
証
的
研
究
が

必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

平
成
一
一
年
度
ま
で
の
三
年
間
の
研
究
成
果
は
、
二
冊
の
成
果
報
告
書

と
し
て
ま
と
め
で
あ
る
。
第
一
は
「
東
ア
ジ
ア
文
化
と
近
代
法
|
|

日
本
と
韓
関
の
比
較
研
究
を
通
し
て
|
|
|
」
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
法
哲
学
班
か
ら
梁
承
斗
「
ア
ジ
ア
法
の
『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』

探
究
」
、
安
田
信
之
「
『
ア
ジ
ア
的
』
な
る
も
の
に
つ
い
て
」
、
今
井
弘
道

「
『
ア
ジ
ア
的
価
値
』
と
『
西
欧
的
価
値
』
の
対
立
の
克
服
」
、
岡
克
彦



東アジア文化と近代法

「
韓
国
に
お
け
る
近
代
法
秩
序
形
成
の
一
断
面
」
、
金
昌
禄
「
韓
国
に
お

け
る
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
の
性
格
」
、
五
十
嵐
清
「
法
系
論
に
お
け
る

東
ア
ジ
ア
法
の
位
置
づ
け
」
、
屋
鐘
庫
「
東
ア
ジ
ア
比
較
法
か
ら
東
ア
ジ

ア
普
通
法
へ
」
、
徐
元
字
「
発
展
途
上
社
会
の
比
較
分
析
モ
デ
ル
」
、
金
哲

沫
「
研
究
報
告
書
」
、
中
村
陸
男
「
「
新
し
い
人
権
』
と
幸
福
追
求
権
」
、

韓
堅
愚
「
公
法
上
の
権
利
(
公
権
)
の
観
念
と
西
欧
の
公
法
的
影
響
の
研

究
」
、
高
淘
龍
「
韓
・
日
両
国
に
お
け
る
権
利
能
力
な
き
社
団
に
つ
い
て
」
、

石
照
泰
「
韓
国
に
お
け
る
向
姓
同
本
禁
婚
制
と
そ
の
改
革
運
動
の
展
開
」
、

鈴
木
賢
「
中
国
刑
事
訴
訟
と
無
罪
推
定
原
則
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
経
済
法
班
か
ら
は
、
孫
珠
讃
「
独
禁
法
の
課
題
と
最
近
の
変
遷
の
特

徴
」
、
朴
士
口
俊
「
韓
日
独
占
禁
止
法
と
不
公
正
な
取
引
行
為
に
対
す
る
規

制
」
、
洪
復
基
「
最
近
の
韓
国
の
独
占
規
制
法
に
お
け
る
大
規
模
企
業
集

団
規
制
の
変
化
」
、
中
山
武
憲
「
日
韓
両
国
独
占
禁
止
法
の
比
較
法
的
検

討
」
、
稗
貫
俊
文
「
競
争
政
策
か
ら
見
た
韓
国
経
済
の
構
造
改
革
の
意
義
」
、

向
田
直
範
「
日
本
と
韓
国
に
お
け
る
持
株
会
社
規
制
の
変
遷
」
、
和
国
建

夫
「
日
本
に
お
け
る
共
同
組
合
と
独
占
禁
止
法
」
が
寄
稿
さ
れ
た
。

第
二
は
「
経
済
発
展
と
法
意
識
、
法
制
度
の
相
互
関
係
の
研
究
|
|
|

日
本
と
韓
国
の
比
較
研
究
を
通
し
て

1
i
l」
で
あ
り
、
法
哲
学
班
か

ら
は
今
井
弘
道
「
『
儒
教
』
的
開
発
独
裁
国
家
の
問
題
性
」
、
安
田
信
之

「
転
換
期
の
ア
ジ
ア
と
法
シ
ス
テ
ム
」
、
同
克
彦
「
食
吉
溶
の
『
対
外
観
』

を
め
ぐ
っ
て
」
、
中
村
陸
男
「
人
権
の
普
遍
性
と
ア
ジ
ア
的
特
殊
性
」
、
経

済
法
班
か
ら
は
稗
貫
俊
文
「
韓
国
・
公
正
去
来
法
に
お
け
る
協
力
者
に
対

す
る
課
徴
金
減
免
制
度
の
比
較
法
的
研
究
」
、
厚
谷
嚢
児
「
日
本
・
韓
国

に
お
け
る
持
株
会
社
規
制
の
比
較
」
、
和
田
建
夫
「
日
韓
に
お
け
る
構
造

改
善
と
法
」
、
向
田
直
範
「
日
本
に
お
け
る
景
品
・
表
示
規
制
に
つ
い
て
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
こ
れ
ま
で
共
同
研
究
会
な
ど
で
報
告
し
た
も
の
に
加
筆
、
修

正
し
た
も
の
が
ほ
と
と
ん
ど
で
あ
り
、
日
韓
共
同
研
究
の
中
間
的
成
果
報

告
を
兼
ね
る
。
こ
れ
ら
の
報
告
書
は
頒
布
先
が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

さ
ら
に
本
誌
お
い
て
本
号
か
ら
、
こ
の
う
ち
成
熟
度
の
比
較
的
高
い
も
の

を
販
に
公
表
し
、
江
湖
の
批
判
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
し
あ
た
り
本

号
で
は
法
哲
学
班
か
ら
古
同
期
龍
教
授
(
韓
国
・
成
均
館
大
学
校
)
と
石
照

泰
教
授
(
韓
国
・
京
畿
大
学
校
)
の
論
文
を
、
経
済
法
班
か
ら
は
孫
珠
竣

先
生
(
大
韓
民
国
・
学
術
院
会
員
、
一
冗
延
世
大
学
校
教
授
)
と
中
山
武
憲

教
授
(
名
古
屋
経
済
大
学
法
学
部
)
の
総
括
と
な
る
論
文
を
、
「
北
大
法

学
論
集
」
編
集
部
の
お
許
し
を
頂
い
て
掲
載
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

高
論
文
は
日
韓
の
民
法
学
に
精
通
し
た
立
場
か
ら
権
利
能
力
な
き
社
団

に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
韓
国
で
は
形
式
的
な
法
人
格
の

有
無
を
間
わ
ず
、
父
系
血
族
集
団
た
る
「
宗
中
」
(
日
本
で
は
沖
縄
の

「
門
中
」
に
類
似
て
自
然
村
、
宗
教
団
体
な
ど
の
社
団
に
、
法
律
や
判
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料

例
に
よ
り
広
く
権
利
主
体
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
結
果
、

逆
に
法
人
と
い
う
制
度
の
存
在
意
義
が
問
い
返
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る

と
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
社
会
的
実
体
を
直
接
、
法
的
効
果
に
結
び
つ
け

る
法
意
識
を
反
映
す
る
も
の
で
、
北
東
ア
ジ
ア
全
体
に
共
通
す
る
現
象
と

し
て
注
目
さ
れ
る
(
鈴
木
賢
「
北
東
ア
ジ
ア
法
文
化
圏
」
比
較
法
研
究
六

O
号
、
一
九
九
七
年
、
三
九
頁
以
下
参
照
)
。

石
論
文
は
、
一
九
九
七
年
に
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
憲
法
不
合
致
決
定
が

下
さ
れ
た
韓
国
民
法
人
O
九
条
一
項
の
「
同
姓
岡
本
禁
婚
制
」
が
、
ど
の

よ
う
に
認
識
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
き
た
か
を
、
市
民
運
動
な
ど
も
視
野
に

入
れ
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
韓
国
に
お
け
る
儒
教
的
伝
統
の
実
定
法

に
お
け
る
き
わ
め
て
象
徴
的
な
制
度
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
い
か
な
る

運
命
を
た
ど
ろ
う
と
し
て
い
る
か
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
な
論
考
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
三
宅
勝
「
韓
国
同
姓
同
本
禁
婚
制
に
関

す
る
背
景
と
課
題
」
北
大
法
学
研
究
科
ジ
ュ
ニ
ア
リ
サ
ー
チ
ジ
ャ
ー
ナ
ル

三
号
(
一
九
九
六
年
)
三
O
五
頁
、
鈴
木
賢
・
岡
克
彦
「
『
同
姓
岡
本
禁

婚
制
』
に
違
憲
決
定
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
一
一
一
号
(
一
九
九
七
年
)
一

O

四
頁
、
同
克
彦
「
韓
国
に
お
け
る
『
同
姓
同
本
禁
婚
制
』
違
憲
判
決
を
め

ぐ
っ
て
」
法
律
時
報
七
O
巻
二
号
(
一
九
九
八
年
)
五
六
頁
以
下
を
も
参

照
さ
れ
た
い
。

孫
論
文
、
中
山
論
文
は
ほ
ぼ
同
一
テ

l
マ
に
つ
い
て
、
日
韓
両
方
か
ら

資

の
考
察
を
加
え
た
も
の
で
、
共
同
研
究
の
水
準
の
高
い
成
果
を
公
開
す
る

機
会
が
で
き
、
共
同
研
究
者
全
員
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
二

0
0
0
年
一

O
月
一
六
日
に
中
国
の
南
京
で
行

わ
れ
た
第
三
回
東
ア
ジ
ア
法
哲
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
今
井
弘
道
報
告
、

そ
れ
に
対
す
る
鈴
木
賢
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
す
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
は
一
九
九
六
年
に
第
一
回
目
を
日
本
・
東
京
、
京
都
で
、
一
九
九
八

年
に
第
二
回
目
を
韓
国
・
ソ
ウ
ル
、
済
州
島
で
開
催
し
て
い
る
が
、
い
ず

れ
も
こ
の
研
究
チ

l
ム
が
中
核
と
な
っ
て
開
催
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
が

あ
る
。
今
回
の
南
京
の
会
議
に
も
わ
れ
わ
れ
の
研
究
チ

l
ム
か
ら
一
一
一
名

が
参
加
し
、
報
告
・
討
論
を
行
い
、
事
実
上
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活

動
の
一
環
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
こ
の
研
究
会
の
成

果
の
一
部
と
し
て
こ
こ
に
公
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
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(
す
〈
青
(

稗
貫
俊
文
、
鈴
木
賢
)


